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交通事業管理者 若林 秀博 

 

 

 

 

 

 
   日頃から、札幌市営交通をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 

 

公共交通ネットワークの中核である市営交通は、「市民の足」を守るという社会

的使命を果たすため、効率的な事業運営を行うとともに、将来にわたって安全で安

定した輸送サービスを提供する重要な役割を担っております。 

 

平成 24 年度における安全対策につきましては、火災・地震対策、地下鉄南北線

への可動式ホーム柵設置をはじめとする既存施設の安全強化策や、老朽化した路面

電車の軌道改良工事などを行いました。 

また、重大事故、災害等に的確に対応するための各種訓練につきましても、効果

を検証した上で、より実践的なものとなるようレベルアップを図っております。 

 

このように当局ではハード、ソフト両面

から「輸送の安全確保」の取り組みを進め

ておりますが、その中で私が最も大切にし

たいと思っているのは「コミュニケ―ショ

ンの確保」です。 

内部におけるコミュニケ―ションの確

保は、情報の欠落や偏りによる事故やトラ

ブルを未然に防止するために必要不可欠で

ありますし、お客様とのコミュニケーショ

ン確保もまた、当局の取り組みを充実させ

るためには重要なものと考えております。 

 

この安全報告書は、鉄道事業法第 19 条の 4 に基づき、輸送の安全に関わる情

報について公表するものであります。同時に私どもの取り組みを皆様方に発信す

るコミュニケーションツールでもあると考えております。 

 

今後、更なる安全管理体制の充実を図るために、皆様からのご意見やご助言な

どを賜ることができれば幸いです。 

 

 

平成 25 年（2013 年）9 月 
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（（１１））安安全全方方針針    

札幌市交通局は、Ｈ18 年 9 月に制定した「鉄道事業安全管理規程及び軌道事業安全管理規程」

（以下「安全管理規程」という）に基づき、当局における輸送の安全を確保するための基本的

な考え方として「安全方針」を掲げるとともに、これを達成するための具体的な行動の指針と

して「行動規範」を制定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

札札幌幌市市交交通通局局安安全全方方針針  

私たちは、輸送の生命である「安全」を確保するため、法

令及び規程を遵守すると共に、安全最優先の原則を基盤とし

た厳正な職務の遂行と不断の努力により、確固たる安全管理

体制の維持・発展に向け、一丸となって全力で取り組みます。 

※「安全方針及び行動規範」は、Ｈ16 年に

お客様への約束として制定した「行動宣

言」とともに各職場に掲示しているほか、

ポケット版を交通局全職員及び関係者に

携帯させ、周知を図っています。 

行動規範 
１ 一致団結して輸送の安全の確保に努めます。 

２ 輸送の安全に関する法令及び規程をよく理解するとともにこれを遵守し、厳正、

忠実に職務を遂行します。 

３ 常に輸送の安全に関する状況を理解するよう努めます。 

４ 職務の実施に当たり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義のある時は最も安全

と思われる取扱いをします。 

５ 事故・災害等が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、すみやかに安全適

切な処置をとります。 

６ 情報は漏れなく迅速、正確に伝え、透明性を確保します。 

７ 常に問題意識を持ち、必要な変革に果敢に挑戦します。 
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（（２２））安安全全重重点点施施策策  

安全重点施策とは、安全管理規程に基づき年度ごとに策定している、輸送の安全確保のため

の管理の方針であり、具体的な目標である「札幌市交通局安全目標」と、その施策「取組計画」

で構成されています。 

H24 年度の取組は、すべて計画どおりに行いました。 

【【ＨＨ2244 年年度度  札札幌幌市市交交通通局局安安全全目目標標】】  

● 計画的な安全対策投資により、地下鉄及び路面電車施設・車両の安全性向上を図ります。 

● 地下鉄及び路面電車における職員の知識・技能の更なるレベルアップを図ります。 

● 職員の安全意識の醸成と総意工夫により組織全体の安全文化の更なるレベルアップを図ります。 

【【ＨＨ2244 年年度度  取取組組計計画画】】地下鉄  

事 業 施策内容 
紹介 
ページ 

ハ 

ー 

ド 

面 

 

 

地下鉄 

◆ ホーム柵設置：南北線への可動式ホーム柵本体据付工事 

9 
◆ 線路設備改良：パンク検知装置の部分更新 

転てつ器の走行路部材更新（東車両基地） 

◆ 信号保安装置の更新：東西線ひばりが丘駅信号保安装置の更新 

◆ 火災対策：防火シャッター・防火戸の設置 

（南北線・東西線・東豊線 各１駅） 
10 

◆ 地震対策：2 施設（南車両基地、南大通変電所）の耐震診断実施 

              南北線精進川橋脚の耐震補強工事（H24～H25） 
11 

路面電車 ◆ 軌道改良：静修学園前分岐器の改良工事 
13 

◆ 車両機器更新： VVVF インバータ（電気制御）装置等機器の更新 

◆ 低床車両の導入  14 

 

事 業 施策内容 
紹介 
ページ 

ソ 

フ 

ト 

面 

 ・駅構内火災訓練の実施  ・浸水対策訓練の実施 

・列車火災訓練の実施   ・列車併結・推進運転訓練の実施 

・車両故障等を想定した異常時対応訓練の実施 

16～17 

路面電車 

 

 

・滑走対応訓練 

・接触限界見極め訓練の実施 

・単線運転時の対応訓練の実施 

・脱線事故訓練の実施 

18 

共 通 ・ヒューマンエラーマネジメント（HEM）の取組み 20 

  

  地下鉄 
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（（１１））安安全全管管理理体体制制図図（（HH22５５..99 現現在在））  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
  
  
 

 

 

 

 

（室長：高速電車部長） 

安全運行管理室 

 

 

 

安全監査室 

（室長：事業管理部長） 

【【主主なな管管理理者者等等とと役役割割】】  

※車両基地で免許を必要と
する作業に適用 

     

  

  

 

 

  

  

  

 

  

  

 

  

電気課長 
【施設管理者：電気】 

設計担当課長 
【乗務員指導管理者】※ 

車両課長 
【車両管理者】 

工事担当課長 
【施設管理者：土木】 

施設課長 
【施設管理者：設備】 

運輸課長 

教習所長 

安全推進担当課長 

乗務担当課長 
【乗務員指導管理者】 

業務課長 
【運転管理者】 

電車事業所担当課長 
【運転管理者】 

高速電車部長 
【安全統括管理者】 

指令所長 

交通事業管理者 

事業管理部長 

技術担当部長 

電車業務係長 
【乗務員指導管理者】 

■■  交交通通事事業業管管理理者者  
  輸送の安全確保に関する最終的な
責任を負います。 

■■  安安全全統統括括管管理理者者  
  輸送の安全確保に関する業務を統
括します。 

■■  運運転転管管理理者者  
  運転に関する事項を統括します。 

■■  乗乗務務員員指指導導管管理理者者  
  運転管理者を補助し、乗務員の資質
保持に関する事項等を管理します。 

 

 

鉄道事業法で専任及び届出が
義務づけられている管理者 

鉄道（地下鉄）事業に関連
する責任者 

軌道（路面電車）事業に
関連する責任者 
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（（２２））安安全全にに関関すするる組組織織とと会会議議体体  

  

安全管理規程では、前記した安全方針のほか、各部門における責任者の役割を定めていると

ともに、「安全を確保していくための管理体制等」（以下「安全管理体制」という）についても

規定しており、それに基づき以下の組織や会議体を設置し、安全管理体制の維持と向上に努め

ています。 

   また、安全管理体制は PDCA サイクルに沿った見直し・改善を繰り返しています。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

■■安安全全監監査査  
詳細は「(6) 安全監査」

を参照。 

■■事事故故防防止止検検討討委委員員会会  
事故の検証と効果的な再発防止策を検討

する会議で、地下鉄と路面電車それぞれで

概ね月１回開催しています。 

 
■■安安全全運運行行管管理理室室  
事故情報を迅速かつ一元的に集約し、

事故原因の調査指示、利用者への公表な

どを行う交通事業管理者の直轄組織で

す。 

 【構成メンバー】 
・高速電車部長 

・総務課長 

・業務課長 

・安全推進担当課長 

・電車事業所担当課長 

 

 

 

 

 

Action(改善) 

 

 

Plan(計画) 

 

Check(評価) 

 

 

Do(実行) 

) 

P・D・C・Aを繰り返し、らせん階段を昇るかのように 
安全性の向上を継続していきます。 

 

 

■■安安全全推推進進連連絡絡会会議議  
安全管理規程に基づき開催

し、安全に関する取り組みの進

捗状況の確認や情報共有を図る

会議です。 

■■管管理理監監督督者者研研修修  

交通事業管理者による

「管理監督者研修」を行

い、経営層が主体的に安全

管理体制に関わっていま

す。 

 

 安
全
管
理
体
制
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事事故故デデーータタベベーーススシシスステテムム  メメニニュューー画画面面  

（（３３））経経営営層層にによよるる職職場場巡巡視視  

 

  交通事業管理者自らが職場巡視を行い、訓練の

視察や職員とのコミュニケーションを通じて、安

全管理体制の維持や向上に主体的に関与してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （（４４））事事故故情情報報のの管管理理  

 

事故に関わる情報は「事故データベースシステム」により一元的に集約・管理しており、局

内イントラネットを通じ「事故速報」として関係職員に配信されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車車両両併併結結・・推推進進訓訓練練のの視視察察  

職職場場巡巡視視のの様様子子  
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（（５５））事事故故等等のの速速報報体体制制  

事故・災害等発生時における、職員間の情報共有や利用者等への情報提供を迅速に行える 

ような体制の整備に努めています。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

地
下
鉄
事
故
速
報 

 

運
行
障
害
情
報
Ｆ
Ａ
Ｘ 

  

地
下
鉄
運
休
情
報
メ
ー
ル 

※ 

路路面面電電車車事事故故  

【サービス登録者】 
118,551 名 
（Ｈ25.8.1 現在） 

地地下下鉄鉄事事故故  

【127 箇所】 
・ＪＲ、各バス会社 
・TV 局など報道機関 
・石狩管内の高等学校 
・官公庁  ほか 

関係職員 

携帯電話 

関係職員 

パソコン 

 
 

 
 

 
 

 

路
面
電
車
事
故
速
報 

 

電車 
事業所 

※【【地地下下鉄鉄運運休休情情報報メメーールル配配信信ササーービビスス】】（詳細：         で検索） 

情報収集 

地下鉄の運休や障害の情報を、携帯電話などに電子メールでお知らせするサービスです。 

＜主な提供内容＞ 

・概ね 30 分以上の遅延が見込まれる運行障害の発生 

・折り返し運転の開始 

・運行復旧 ほか 

 

札幌市 運休 

 

休
日
・
勤
務
時
間
外
の
事
故 

及
び
重
大
事
故
情
報 

 

指令所 
＜＜2244 時時間間体体制制＞＞  

  

情
報
収
集 

情報収集 
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（（６６））安安全全監監査査  

 

安全管理体制が適切に確立され、実施され、維持され、機能しているか（ＰＤＣＡ）を確認

するため「札幌市交通局安全監査室」を設置し、安全監査（内部監査）を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【平平成成２２４４年年度度  安安全全監監査査】】  
監査期間：平成 24 年 7 月 11 日～8 月 7 日 

結  果：現場部門における是正・改善措置要求事項が１件あり、速やかに改善措置が行わ

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆改改善善措措置置（（報報告告））  

安全監査 
【安全監査室】 

室長：事業管理部長 

改善報告 

【経営部門】 

対象：交通事業管理者、３部長 

【現場部門】 

対象：各課（所）長（12 か所） 

 

◆◆監監査査結結果果：：転転ててつつ器器装装置置故故障障のの再再発発防防止止ににつついいてて  【対象：施設課】 

過去に発生した同様の故障事例とその対策を参考として再発防止対策を

検討した結果、当該電気部品が正常動作するか確認する方法を見直すとと

もに、部品交換の周期を短縮することとした。 

当該監査期間中の平成24年7月19日に東豊線福住駅の転てつ器が電気部

品の不良により、動作不能となった（運休 16 便）。 

本件の再発防止対策は既に着手しているが、過去に発生した同様の故障例を

参考にした上で、より効果的な対策となるよう検討を要請。 
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（（１１））鉄鉄道道事事業業（（地地下下鉄鉄））のの安安全全対対策策  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●非非常常報報知知ボボタタンンとと非非常常通通報報ボボタタンン  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

緊急の際に乗務員に知らせる設備として、車両内に

「非常報知ボタン」もしくは「非常通報ボタン」を設

置しています。 

 「非常通報ボタン」は運転手と直接通話ができ、運

転手が対応できない場合は指令員が対応します。 

非非常常通通報報ボボタタンン  
（（南南北北線線・・東東西西線線車車両両））  

 

●●車車両両間間仕仕切切りり扉扉のの設設置置  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

車両火災時の被害拡大を防ぐ

設備として、東西線 11 編成及び

南北線 3 編成に、車両間仕切り

扉を設置しています。 

 

●●線線路路設設備備//信信号号保保安安装装置置のの更更新新  

 

 

 

 

 

 

 

 

列車の運行を担う線路設備や信号保安装置の

更新を行っています。 

 

H24年度 更新内容 

・バンク検知装置の部分更新  

・東車両基地の転てつ器走行路部材更新 

・東西線ひばりが丘駅信号保安装置更新 

●●可可動動式式ホホーームム柵柵  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転落事故や列車との接触を防ぐため、可動式ホ

ーム柵の設置を進めています。 

南南北北線線真真駒駒内内駅駅ホホーームム  

非非常常報報知知ボボタタンン  
（（東東豊豊線線車車両両））  

・東西線：H20 年度 設置完了 

・南北線：H24 年度 設置完了 

・東豊線：H28 年度 設置（予定） 
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●●非非常常列列車車停停止止ボボタタンンとと非非常常用用イインンタターーホホンン  

 

●●防防火火シシャャッッタターー・・防防火火戸戸のの設設置置  

 
H24年度 設置場所 

・南北線麻生駅（２か所）  

・東西線大通駅（東側３か所） 

・東豊線大通駅（北行４か所） 

 

防防火火シシャャッッタターー閉閉鎖鎖    

●●転転落落防防止止用用ゴゴムムのの設設置置  

 列車とホームとのすき間からの転落防止用に、

ホーム側面に転落防止ゴムを設置しました。 

今後、15cm 以上の隙間がある乗降口を中心に、

設置箇所を拡大していきます。 

 

 

 

H24年度 設置場所 

・南北線 麻生駅 2 番ホーム 

 24 番乗降口  

・東西線 新さっぽろ駅 2 番ホーム 

  1 番・21 番乗降口 

 

  地下鉄ホームでの異常発生時に備え、「非常列車停止ボタン」及び駅係員と通話ができる

「非常用インターホン」を全駅のホームに設置しています。 

 

 

 

ホホーームム天天井井  非非常常停停止止ボボタタンンととイインンタターーホホンン  

火災による煙の拡散を防止し、安全に避難できる

ように、ホーム避難階段部への防火シャッター・防

火戸の設置を進めています。 

 

 

 

車両側 

ホーム側 

転落防止用ゴム（黄色部分） 
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●●地地震震対対策策①①：：緊緊急急地地震震速速報報装装置置のの設設置置  

  

  

  

  

  

  

  

●●地地震震対対策策②②：：建建築築物物のの耐耐震震診診断断等等  

  

 地震が到達する前に推定震度や到達時間を知らせる

「緊急地震速報装置」を、指令所と電車事業所に設置し

ています。 

 

交通局関係施設全 55 棟の耐震改修を計画的に進めています。 

H24 年度は２施設の耐震診断と 1 施設の耐震補強工事を行いま

した。 

速速報報受受信信端端末末  

緊緊急急地地震震速速報報装装置置  

地下鉄は震度５弱以上、路面電車は震度４以上の地震

情報を受信すると、列車を停止させるとともに、車内放

送や駅構内放送で、揺れが来ることをお知らせします。 

●●浸浸水水対対策策（（止止水水板板のの設設置置ななどど））  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 外部から駅構内への浸水を防ぐための「止水板」を

計画的に設置しており、平成 24 年度は幌平橋駅の出口

３か所に設置しました。 

 その他「土のう」や「止水シート」を各駅に設置して

います。 
南南北北線線  幌幌平平橋橋駅駅 22 番番出出口口  

●●ＡＡＥＥＤＤ（（自自動動体体外外式式除除細細動動器器））のの設設置置  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 地下鉄全駅と路面電車事業所に

「ＡＥＤ」を設置しています。 

  

なお、乗務員と駅係員は定期的に

ＡＥＤ取り扱いについての講習を受

けています。 

H24年度 対策内容 

耐震診断：南車両基地、南大通変電所 

耐震補強：南北線精進川橋脚（H25も継続） 
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●●エエススカカレレーータターーのの安安全全利利用用  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

エスカレーターの上り下りを分かりやすくするため、

床面にステッカーを貼っています。 

また、エスカレーターを安全にご利用いただくための

マナー啓発ステッカーを、全駅に掲出しています。 

 

ママナナーー啓啓発発スステテッッカカーー  

進進入入方方向向スステテッッカカーー  

●●携携帯帯電電話話・・ススママーートトフフォォンン利利用用時時のの注注意意喚喚起起  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 携帯電話やスマートフォンを使用しながら歩く「ながら歩き」

防止のため、駅構内に注意喚起のポスターを掲示しています。 
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（（２２））軌軌道道事事業業（（路路面面電電車車））のの安安全全対対策策  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●軌軌道道改改良良  
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

●●電電気気制制御御装装置置のの更更新新  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老朽化した８５００形車両（６両）の電気

制御装置（ＶＶＶＦインバータ装置等）を、

H23年度からH25年度にかけて計画的に更新

しています。 

Ｈ２4 年度は２両の更新を行いました。 

●●停停留留場場のの視視認認性性向向上上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

停留場の視認性向上のため、乗降面の端に

滑り止め防止剤を付加した黄色ラインの塗装

を進めています。 

H24 年度はすすきの方向の停留場を中心に

9 か所を整備しました。 

VVVVVVFF イインンババーータタ装装置置  

工工事事のの様様子子（（南南 1166 条条西西 77 丁丁目目））  

老朽化したレール、ポイント、枕木、

道床などを計画的に交換しています。 

H24 年度は静修学園前停留場（南 16

条西 7 丁目）の分岐器改良工事を行いま

した。 
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●●電電車車接接近近表表示示装装置置のの設設置置  

 

 

●●積積雪雪時時のの安安全全対対策策  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般車両との接触事故防止のため、電車事業所前の５叉路交差点

に、電車の接近を知らせる電光表示装置を設置しました。 

本装置の設置にあたっては「安全に関する職員の声」（Ｐ19 参照）

が活用されました。 

 

「ロータリーブルーム式電動除雪車（サ

サラ電車）」により、竹製の除雪装置で雪を

掃き飛ばし、冬季間の線路の安全対策を行

っています。 

 

●●新新型型低低床床車車両両のの導導入入  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 バリアフリーの観点から低床車両を

本市で初めて導入し、平成 25 年 5 月よ

り運行を開始しています。 

電電車車事事業業所所前前交交差差点点（（南南 2222 条条西西 1144 丁丁目目））  
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（３）テテロロ対対策策  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●監監視視カカメメララのの設設置置  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●ごごみみ箱箱のの一一部部透透明明化化  

 

 

 

 

 

 

 

 

外側から中が見えるように、一部を透明化 

しています。 

 

●●巡巡回回警警備備  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ14 年度から巡回警備員 6 名（2 名 1 組） 

が地下鉄駅構内と車内を巡回しています。 

 

●●不不審審物物・・不不審審者者のの発発見見協協力力要要請請  

  

 

 

 

 

 

  

駅構内や車両内でのポスター、案内表示装置のテロップ、案内放送のほか、ポケットティッシュ

に入れた「お客様用危機管理カード」を配布し、不審物・不審者の発見協力要請を行っています。 

地下鉄ホーム、コンコース階及び路面電車停留場の各所に監視カメラを設置。 

運行状況や混雑状況の把握にも活用しています。 

ホホーームム設設置置カカメメララ  ココンンココーースス設設置置カカメメララ  
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（（４４））教教育育・・訓訓練練  

      安全重点施策に掲げている訓練のほか、輸送安全を確保するために必要な知識・技能向上の 

ため、各種訓練や教育を計画的に実施しています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 

深夜（営業終了後）に東西線南

郷７丁目駅にて、市交通局、一財）

札幌市交通事業振興公社、警察、

消防等の合同で、大規模火災訓練

を実施。 

ずい道内での火災発生を想定

し、避難誘導及び負傷者の救護、

緊急連絡体制、現地対策本部の設

置、関係機関との連携などの確認

を行いました。 

 

教習用車両 

 
 
 

概要 

動力者操縦者養成所（教習所）において、動力

車操縦者運転免許に関する省令（根拠法令：鉄道

営業法第 21 条、軌道法第 14 条）に基づき実施。 

免許取得まで数ヶ月にも及ぶ専門教習を行い、

東西線の車両を使用した実習機材による、実践的

な教習を行っています。 

 
 
 

概要 

 列車運転中に列車火災が発生したという想定

で、乗務・駅・指令の３部門の合同訓練を行いま

した。 
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訓練風景（列車を連結させる様子） 

 

 

 

 

 

 

 

概要 

交通局本庁舎勤務の職員が、地下鉄乗車中に事

故などに遭遇した際に避難誘導等が行えるよう

に、非常機器の取り扱いなどに関する講習会を実

施。 

交通事業管理者を含む本局職員の全員が参加し

ました。 

 

概要 

 

 

各車両基地では車両への適正な検査と整備を

行っているほか、車両故障を想定した実践的な異

常時対応訓練を実施しています。 

 

 
 
 
 
概要 

 

 

車両が故障等により走行不能となった場合に、

車両同士を連結して故障車両を動かし、本線より

速やかに退避させる訓練です。 

概要 

 

河川のはん濫等による駅施設への浸水を防ぐ

ため、土のうなどを設置する訓練を行っていま

す。 

 

 

 

概要 

駅構内での火災発生を想定した訓練を実施。 

巡回警備員や清掃業者、売店職員にも参加いた

だき、より実践的な内容としました。 
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単単線線運運転転のの一一例例  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

概要 線路上に落ち葉などが散乱して滑りやすくな

っている状態で、滑走防止を図る訓練です。 

 

 

 
概要 

 

 

一般車両の横を走行する際、接触を回避するた

めに車両の距離感を見極める訓練です。 

 

 

 

概要 

 

 

脱線事故が発生した場合を想定した復旧訓練

です。 

 

 

 

 

概要 

 

 

事故等の発生により、単線（片側線路のみ）を

使用して運行する場合の取り扱い訓練です。 

事故等で 
通行不能 

一時的に反対路線を使用して運行 
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【【指指差差確確認認呼呼称称のの励励行行】】  

【【日日々々のの点点検検整整備備】】  

（５）安安全全活活動動  

 

 

 「市民の足を守る」という社会的使命のもと、最前線で働く全職員が、お客様が安心してご

利用いただけるよう、更なる安全性の向上を目指し、日夜取組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

日常の業務の中でヒヤリとした、またはハッとした体験など

を「安全に関する職員の声」として職員から収集し、事故の未

然防止対策などに活用しています。 
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【【HHEEMM 活活動動のの概概念念図図】】  

 

 

Ｈ21 年度から「ヒューマンエラーマネジメント」（略称：HEM）活動に取り組んでいます。 

この取り組みは安全に関する様々な活動を、「働きがいのある職場づくり」という視点と、「顧

客の満足を高める」という視点の両面から見直していくことで、事故やトラブルの起きにくい組

織づくりを目指す活動です。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この活動は大手民間鉄道事業者のほか、製造関係

やサービス関係の企業でも導入しており、公営交通

事業者としては札幌市交通局が初めて取り組んで

います。 

H24 年度も、交通局全職員を対象に安全管理活動

に対する意識調査を行い、その分析結果を踏まえて

安全管理活動の改善を行いました。 

  また、同じ取り組みを行っている他の交通事業者

との情報交換会も実施しました。 

 

他他事事業業者者ととのの情情報報交交換換会会  

活活動動例例②②：：顧顧客客満満足足度度調調査査  活活動動例例①①：：有有識識者者ととのの職職場場活活動動相相談談会会  
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（（６６））おお客客様様のの安安心心にに向向けけててのの取取りり組組みみ  

  

その他、お客様に安心して市営交通をご利用いただくための各種取り組みを行っております。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

●●授授乳乳ボボッッククスス（（ミミルルポポ））のの設設置置  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●女女性性とと子子どどもものの安安心心車車両両  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平日の始発から午前 9 時の間、地下鉄南北線

及び東西線にて運行しており、以下のお客様が

ご乗車いただけます。 

●女性 

●小学生以下のお子様 

●お身体の不自由なお客様と介護するお客様 

●●車車いいすすででのの利利用用  

お身体の不自由なお客様にも安心し

て地下鉄をご利用いただけるよう、エ

レベーター設備などの充実を図ってい

ます。 

車いすで地下鉄をご利用の際は、乗

降をお手伝いしますので、駅係員にお

申し付けください。 

大通駅構内に授乳ボックスを試行設置しています

（利用時間：午前 9 時～午後 7 時）。 

場場所所：：東東豊豊線線大大通通駅駅地地下下２２階階  改改札札内内  

東豊線ホーム連絡 

エスカレーター 

授授乳乳室室内内部部  

●●「「ここどどもも１１１１００番番のの駅駅」」のの取取りり組組みみ  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

日本民営鉄道協会と連携し、地下鉄全駅に「こども 110

番の駅」ステッカーを貼っており、こどもが駅に助けを

求めてきた場合に、保護や警察への通報などの対応がと

れるようにしています。 
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（（７７））安安全全関関連連設設備備投投資資  

 

安全への設備投資を最重要課題として捉え、安全重点施策及び関連する法的基準に基づ

き、必要な施策を計画的に実施しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.3 

57.1 

48.6 

17.2 

27.2 

13.4 

0 20 40 60 80 100 

23年度（実績） 

24年度（見込） 

25年度（計画） 

安全投資 その他投資 

総額 62.0 億円 

2.09 

6.55 

7.63 

1.14 

1.73 

7.99 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

23年度（実績） 

24年度（見込） 

25年度（計画） 

安全投資 その他投資 

 

総額 15.62 億円 

■■  HH2244 年年度度のの主主なな投投資資内内容容  

●運行管理システム及び信号・通信設備更新・・・・・・約 20.5 億円 

●南北線可動式ホーム柵設置工事・・・・・・・・・・・約 11.9 億円 

●変電所ほか電力設備更新・・・・・・・・・・・・・・約 11.0 億円 

●南北線A T O（自動列車運転装置）ワンマン化改良・・約 07.6 億円 

●防火シャッター・防火戸設置（9 か所）・・・・・・・約 01.2 億円 

■■  HH2244 年年度度のの主主なな投投資資内内容容  

●新型低床車両導入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約 2.9 億円 

●車両電気制御装置機器更新・・・・・・・・・・・・・・・約 1.2 億円 

●既設線軌道改良工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・約 0.9 億円 

【単位：億円】 

総額 84.3 億円 

総額 70.5 億円 

【単位：億円】 

総額  3.23 億円 

総額  8.28 億円 

 



23 
 

 

 

 

 

 

（１）地地下下鉄鉄事事故故((※※))のの状状況況 
 
※鉄道事故等報告規則に基づき、北海道運輸局に報告及び届出を行った事故 

 

年 度 運転事故 輸送障害 ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ 合計 

H24 年度 0 件 9 件 0 件 9 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発生日時 ● 平成２4 年（2012 年）8 月 6 日（月）7 時 59 分頃 

概要 
● 南北線北 24 条駅を発車した列車に故障が発生し、地下鉄変電所で 

電気系統の異常を検知。この影響で他の列車も一時運行不能となった 

影響 

● 南北線 全線運休（13 便） 

● 最大遅延：41 分 

● 影響人員：約 41,600 人 

原因 ● 車両の高圧電気回路の故障 

再発防止策 
● 故障した電気回路の調査を行い、原因を究明し改良品と交換 

● 他の車両にも同様の措置を実施 

【事故種別の解説】 

◆運転事故 

列車衝突、列車脱線、列車火災、鉄道人身障害事故、及び鉄道物損事故 

◆輸送障害 

運転事故以外で、列車に運休又は 30分以上の遅延が生じた事態 

◆インシデント 

運転事故が発生するおそれがあると認められた事態 

 

 

 

 

輸送障害の原因内訳 

・第３者障害   ：４件 

・車両・設備故障等：５件 
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（２）路路面面電電車車事事故故((※※))のの状状況況  
 
※軌道事故等報告規則に基づき、北海道運輸局に報告及び届出を行った事故 

 

年 度 運転事故 輸送障害 ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ 合計 

H24 年度 1 件 3 件 0 件 4 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発生日時 ● 平成２４年（2012 年）1２月 7 日（金）18 時 57 分頃 

概要 
● 西 8 丁目停留場（南 1 条西 7 丁目）に停車中だった先行車に、 

後ろから来た後続車が止まり切れず、時速 2km/h で衝突 

影響 

● 最大遅延：５分 

● 影響人員：約 180 名 

● 衝突された先行車両の乗客１名が軽傷（頸椎及び腰椎捻挫） 

原因 
●正常な減速が得られなかった状況で、運転手が停止に必要な強めの 

制動操作を直ちに行わなかった 

再発防止策 

● 操縦規程（マニュアル）の見直し 

～ブレーキ故障等が見受けられなかったため、氷や雪の付着が影響

したと推測された。 

そのため、定期的にブレーキをかけながら走行することで、車輪

に付着した氷や雪を除去して、ブレーキの制動力を維持する操作

を行うことを明文化した。 

● 運転関係係員に対する教育及び指示 

● 運転規程の見直し 

～追従して運転する際の一旦停車距離の見直しなど 

 

 

 

 

【事故種別の解説】 

◆ 運転事故 

車両衝突、車両脱線、車両火災、道路障害、人身障害事故及び物損事故 

◆ 輸送障害 

運転事故以外で、列車に運休又は 30分以上の遅延が生じた事態 

◆ インシデント 

運転事故が発生するおそれがあると認められた事態 

輸送障害の原因内訳 

・第３者障害   ：１件 

・車両・設備故障等：２件 
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＜＜通通学学利利用用小小学学校校ででのの乗乗車車ママナナーー講講座座＞＞  ＜乗乗車車ママナナーー向向上上キキャャンンペペーーンン＞ 

 

 

 

 

 

（１）おお客客様様かかららののごご意意見見 

 

ご意見等は、局ホームページ「ご意見・ご提案コーナー」、各駅

設置のご意見箱、電話等により受付けており、お寄せただいたご

意見は速やかに関係課に周知するともに、適切な安全対策などに

活用させていただいております。 

 

 

 

 

 

 

 

（（２２））各各種種キキャャンンペペーーンンのの実実施施  

 

乗車マナー向上の啓発活動として「乗車マナー向上キャンペーン」及び「安全・安心キャンペ

ーン」を定期的に実施しています。 

また、地域の学校との協力による「乗車マナー出前講座」なども行っています。 

 今後も公共交通をご利用する際のマナーについて考えていただく機会を、適時設けていきます。 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

ご意見箱 
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＜乗車マナー向上キャンペーンの様子 
              (出前講座)＞ 

 

（（３３））おお客客様様へへののおお願願いい  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

可可動動式式ホホーームム柵柵ににつついいてて  

 

手をかけたり体をもたれている
と、ドアが開くときに危険です。 

線路側に手や顔を出したり、柵に
物を立てかけたりすると危険です。 

かけ込み乗車など、無理なご乗
車は大変危険です。 

非常時、電車のドアが開いたのにホーム柵が開かなかっ
た場合は、ホーム柵の車両側にある「非常解錠ボタン」を
押すと、手で開けられます。 

知知っってておおいいててねね！！  

寄寄りりかかかかららなないいでで！！  立立ててかかけけ禁禁止止！！  かかけけ込込みみ禁禁止止！！  

地地下下鉄鉄ををごご利利用用ののおお客客様様へへ  

①安全確保のため急ブレーキを使用する場合があります
ので、ご乗車の際は吊り手・手すりにおつかまり下さい。 

②お年寄りや小さなお子様をお連れのお客様がご乗車の
際は、席をお譲りください。 

③専用席付近では、携帯電話の電源をお切りください。 
それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、通話はご遠
慮ください。 

④札幌市の地下鉄車両内には座席上の網棚がありません。
荷物は膝上などに置いていただき、少しでも多くの方が座
席に座れるようにご協力願います。 

 

路路面面電電車車ををごご利利用用ののおお客客様様へへ  

停留場へ出入りの際、電車のすぐ前や
後ろを横切ることや、車道への急な飛び
出しは、大変危険ですのでおやめくださ
い。 
また、横断歩道に隣接している停留場

では、必ず横断歩道をご利用ください。 

携携帯帯電電話話・・ススママーートトフフォォンンののごご利利用用ににつついいてて  

携帯電話・スマートフォン等を操作しながらの「ながら歩き」は、
お客差様同士や列車との接触事故、線路への転落事故の原因となり、
大変危険です。 
「お客様一人ひとりのマナー」が大切です。 
ご理解とご協力をお願いいたします。 
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札幌市交通局 高速電車部 業務課 

TEL 011-896-2746 

FAX  011-896-2793 

 

札幌市交通局ホームページ 

http://www.city.sapporo.jp/st/ 

 

※ページ下部 

                       をクリック願います。 

 

 

 

 

 
本報告書に関するご意見・ご要望などにつきましては、下記よりお伺いしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sapporo City Transportation Bureau 
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